
参考① 〔ミチムラ式漢字学習の HPから抜粋〕 

学校の教科書で使われているのは「教科書体」と呼ばれる特別な書体で、学校で漢字

の指導で手本とされるのは、この教科書体である。 漢字は「この字を基本として指導す

ること」と文部科学省が示したものをベースに各教科書会社が教科書体を作っているの

で、その教科書体をお手本として漢字を指導すること。 

文化庁の報告書には、次のような例が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



文部科学省や文化庁の文化審議会国語分化会が報告している「常用漢字表の字体・

字形に関する指針（報告）」では、教科書体を指導の基本としつつも「許容の範囲」を示し

ている。 

 

異なる書体とともに、手書き文字の許容の範囲も示されている。とくに「はね」は、許容される部分

が多い。 

 

大人向けにはこんな解説もしています。（漢字 eブック １年生より抜粋） 

https://books.apple.com/jp/book/%E3%83%9F%E3%83%81%E3%83%A0%E3%83%A9%E5%BC%8F-%E6%BC%A2%E5%AD%97e%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-1%E5%B9%B4%E7%94%9F/id1570369641


 

 

参考② 〔日本漢字検定協会の HPから抜粋〕 

採点基準（平成 24 年 4 月より適用） 

(１)採点の対象 

筆画を正しく、明確に書かれた字を採点の対象とし、くずした字や、乱雑に書かれた字は採点の対象外とする。 

(２)字種・字体 

1. 2～10級の解答は、内閣告示「常用漢字表」（平成 22 年）による。ただし、旧字体での解答は正答とは認めない。 

2. 1級および準 1 級の解答は、『漢検要覧 1／準 1級対応』（公益財団法人 日本漢字能力検定協会発行）に示

す「標準字体」「許容字体」「旧字体一覧表」による。 

(３)読み 

1. 2～10級の解答は、内閣告示「常用漢字表」（平成 22 年）による。 

2. 1級および準１級の解答には、1.の規定は適用しない。 

(４)仮名遣い 

仮名遣いは、内閣告示「現代仮名遣い」による。 

(５)送り仮名 

送り仮名は、内閣告示「送り仮名の付け方」による。 

(６)部首 

部首は、『漢検要覧 2～10 級対応』（公益財団法人 日本漢字能力検定協会発行）収録の「部首一覧表と部首

別の常用漢字」による。 

(７)筆順 

筆順の原則は、文部省編『筆順指導の手びき』（昭和 33 年）による。 

常用漢字一字一字の筆順は、『漢検要覧 2～10 級対応』収録の「常用漢字の筆順一覧」による。 

 


